
№ 種別
物品又は役務の名称

及び数量
契約締結
予定月

契約の内容 契約の相手の選定基準 決定方法 契約事務担当課

1 役務の提供
用宗駅・安倍川駅自転車等駐車場

樹木剪定・除草等業務
１０月

駐輪場内における樹木の剪
定、植栽の刈込、草刈、樹木

の伐採及び砂利敷作業

以下のどちらかに該当する者であるこ
と。
①障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律(平成17年法律第
123号)第５条第11項に規定する障害者支
援施設、同条第27項に規定する地域活動
支援センター、同条第１項に規定する障
害福祉サービス事業(同条第７項に規定す
る生活介護、同条第13項に規定する就労
移行支援又は同条第14項に規定する就労
継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
であること。
②高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条第１項に
規定するシルバー人材センター連合若し
くは同条第２項に規定するシルバー人材
センターであること。
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